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令 和 ４ 年 ６ 月 

（公社）青森県物産振興協会 

 

令和４年度「青森の夏！ねぶた物産市」出店要項 

 

開催概要 

【会   場】  青森県観光物産館アスパム （青森市安方１－１－４０） 

屋内（１階イベントホール）及び屋外（正面玄関の一部） 
 
【会   期】  令和４年８月１日（月）～８月７日（日）７日間 

 

【営業時間】  屋内(イベントホール)   9:00～18:00 

屋外（正面玄関の一部）     9:00～18:00（予定） 
       

【出 店 料】  会期中売上（税込）：会員 18％ 非会員 20％ 

【そ の 他】  ①新型コロナウィルス感染症拡大予防のため、各自でアルコール消毒の準

備をお願いします。 

②実演希望者は、事前に該当する営業許可書（青森市保健所発行）のコ

ピーを申込書に添えて、提出してください。 

       

１. 出店者の条件 

①青森県内に事業所を有する企業または個人であること。 

②販売する商品が青森県産農林水産物またはこれらを素材として製造される加工品や郷土

料理、伝統工芸品や生活用品などの地域資源を活かした商品であること。 

上記①及び②を満たす応募者の中から、過去の実績等を勘案して当協会が選定します。 

当協会主催のイベント等に出店経験がない方は、事前に担当までご連絡ください。 
 
２.出店申込 

別紙「出店申込書」に必要事項を記入の上、提出してください。 
 

 

 
※お申込状況によりご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください 

 

３.搬入および設営、搬出（屋内外共通） 

 

  

 

 

 

４.販売台 

①原則として、平台(1500ｍｍ×750ｍｍ)2台までの幅とします。 

②上記以外の什器（冷蔵・冷凍ＯＰ等）のレンタルについても、有料で斡旋いたしますの

で、御相談ください。 

③コンセントの使用は有料となります。 

電圧 料金（税込） 備考 

100V（2口 1500W） 1,000円 扇風機を持込の場合は、1回線分無料となります。 

200V（1口） 2,000円 - 

④その他什器等を持ち込まれる場合は、「出店申込書」にご記入してください。 

搬入/設営 7月 30日（土）13:00～17:00 

搬  出 8月 8日（月） 8:30～11:00 

提出締切：６月３０日（木） 

 

閉場時間は、最終日も同様 
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５.売上報告・売上金・つり銭の管理等 

①売上報告・売上金について 

売上報告は、日別に営業時間終了後に協会指定様式を提出してください。 

売上金の保管と管理は各自で行ってください。 

②つり銭の準備・保管・両替について 

各自で行ってください。施設内の店舗等での対応は不可となります。 

③各種支払いサービスについて 

  現金以外の支払いについては取り扱い不可となります。 

 ④レジ袋について 

   料金徴収が必要な素材を使用している物であれば徴収し、その料金は売上報告書への

記載は必要ございません。 
 

６.出店料の請求 

会期終了後、請求書を発行しますので、指定期日までにお振込みください。 
 
７.商品の販売対応 

①販売は各自（必ず商品知識のある方）で行ってください。 

②販売補助員（マネキン等）は、各自で手配してください。 

③食品の取扱者・販売者は衛生面に十分配慮してください。 

④本県のイメージを損なうことのない様、取扱商品及び接客態度に留意してください。 

⑤イベントホールにおいて『煮る、焼く』等の調理行為及び裸火の使用はできません。 
 
８.販売商品の表示 

①商品には必ず「食品表示法」等に基づく表示をしてください。 
例）品名、原材料名、内容量、賞味(消費)期限、保存方法、製造者の名称・所在地等 

②アレルギー特定原材料(７品目)の表示は、義務となっています。 

 

９. 販売備品 

備品、販促物等については、各自で準備してください。 

 

10.飲食物の販売 

①テイクアウト可能な状態で、商品の引き渡しを行ってください。 

②アスパム館内の飲食店舗以外での飲食と、購入後の商品の飲食店舗への持ち込みは不可

とします。 

 

11.試飲試食 

①提供する際は手指の消毒を行い、ビニール手袋等を着用すること。 

②お客様が直接食品に触れないよう、個包装もしくは容器に入れること。 

③お盆等に乗せて、お客様と直接接触しないようにすること。 

④試飲する商品はポット等の容器に入れ、要望があった際にカップに注ぎ、お客様に直接

触れないように渡すこと。 

⑤別紙（「イベント期間中の試飲・試食の実施について」）の内容を実施すること。 

 

12.新型コロナウィルス感染症拡大防止対策 

 ①接客時はマスクを着用し、飛沫防止に努めてください。必要に応じてフェイスシールド

の着用。ビニール手袋の着用や手指の消毒をしてください。また、体調がすぐれない時

は、代わりのスタッフと交代するなどの対応をしてください。 

 ②会計時はコイントレイを使用するなど、できる限りお客様との接触を避けてください。 

 ③感染予防に関する消耗品等は出店者各自で用意してください。 

 ④新型コロナウィルス感染症についての体調管理チェックシートを提出してください。 

⑤お客様の出入口は体温測定システムを設置している正面口、東口、西口の 3 ヶ所となり
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ます。※北口の 2ヶ所は閉鎖します。 

 ⑥館内の人数が混雑した場合は、入場を制限する場合があります。 

 ⑦イベント期間中や終了後 5日以内に、新型コロナウィルス感染症に感染した場合は、速

やかにご報告ください。 

 

13.その他・留意事項 

①出品物(販売備品含む)は、すべて各自の責任で管理してください。 

②主催者は、万一発生した火災・盗難・紛失・損傷その他事故等についての損害負担、賠

償等の一切の責任を負いかねます。 

③お客様に対して危険を及ぼすと予測されるものは、十分注意の上、必ず囲いなどの対策

を行ってください。 

④売場壁面に釘を打つなどの行為はできません。また、壁面や床面が汚れないように管理

してください。 

⑤駐車場は、主催者である（公社）青森県観光連盟から指定された場所に限り利用可能で

す。 

⑥主催者等の都合により、出店要項に変更が生じた場合は、速やかに提示いたします。 

⑦屋外の出店者は、床面の養生を行って販売にしてください。撤収日には原状復帰して退

出してください。清掃料金が発生した場合は、全額出店者の負担となりますのでご注意

ください。 

⑧販売に使用する布に関しては、全て防炎処理をしたものを使用してください。 

⑨屋外の実演者は各自で消火器を御用意ください。（事前に消防署のチェックがあります。） 

➉屋外の出店者は各自でテント幕の開閉を行ってください。 

【問合わせ先】 

(公社)青森県物産振興協会 山崎 

〒030-0801 青森市新町 1-2-18-3Ｆ 

TEL：017-777-4616 FAX：017-777-4620  


